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富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

 この実施要領は、高岡テクノドームについて、産業展示のニーズや建設費用の高騰な

どの社会経済情勢をふまえ、「高岡テクノドーム別館整備基本計画」に示す機能拡充等を

実現するため、既存の本館と新たに建設する別館にどのような機能を持たせるか専門的・

技術的調査を実施する富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討業務（以下「本

業務」という。）の委託先を選定するための公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」

という。）に関して、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託業務の概要 

(1) 委託業務名 

富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討業務委託 

(2) 業務内容 

別紙１「富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討業務委託仕様書」（以下「仕

様書」という。）のとおり。 

なお、対象施設については、別紙２「施設概要」を参照のこと。 

(3) 業務期間 

契約締結日から令和６年８月30日(金)まで 

(4) 予算額（業務委託費の上限） 

金22,000千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）以内とする。 

（上記予算額は、契約時の予定額を示すものではない。） 

(5) 支払方法 

各年度ごとの支払いとする。 

 

３ 実施スケジュール 

(1) 参加申込書 提出期限 令和６年 １月10日(水) 午後５時 

(2) 質問書 提出期限   １月10日(水) 午後５時 

(3) 質問に対する県からの回答  １月16日(火) 午後５時 

(4) 企画提案書等 提出期限   １月25日(木) 午後５時 

(5) 候補者選定（プレゼンテーション） １月下旬（予定） 

(6) 契約締結    ２月上旬（予定） 

 

４ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 優れた企画制作能力を有し、提案内容を確実に遂行できる体制であること。 

(2) 常時、対面又はオンラインで打合せを行うことが可能な体制を整えていること。 

(3) 類似業務の実績を有していること。 

※類似業務とは、国又は地方公共団体の類似施設の整備（改修を含む）に係る設計

（基本設計・基本構想を含む）又はコンサルティング業務とする。 
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 なお、類似施設は、仕様書の内容を踏まえ、産業展示施設、文化ホール、屋内ス

ポーツ施設、MICE施設等、主に貸館用途に供する施設と考えること。 

(4) 本プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに漏洩がないこと。 

(5) 本プロポーザルの募集開始の日から契約締結の日までの間、富山県の指名停止又は

指名保留の措置期間中でないこと。 

(6) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

(7) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再

生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。 

(8) 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若し

くは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られる者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用してい

ると認められる者 

 

５ 参加申込み 

 プロポーザルへの参加を希望する場合は、下記により必要書類を提出すること。 

(1) 提出書類 プロポーザル参加申込書（様式１）、 

       企業概要（様式任意、パンフレット等で可） 

(2) 提出期限 令和６年１月10日(水)午後５時まで 

(3) 提出方法 電子メール 

 件名は「【参加申込】富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討

業務」とすること。 

(4) そ の 他 参加申込書提出後にやむを得ず参加を辞退する場合は、令和６年１月25

日(木)午後５時までに辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

６ 質問の受付・回答 

 プロポーザルへの参加に際して質問がある場合は、下記により提出すること。 

(1) 提出書類 プロポーザル質問書（様式２） 
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(2) 提出期限 令和６年１月10日(水)午後５時まで 

(3) 提出方法 電子メール 

 件名は「【質問】富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討業務」

とすること。 

(4) 回 答 質問に対する回答は、令和６年１月16日(火)午後５時までに、全ての参

加者に電子メール及び県ホームページにより通知する。 

(5) そ の 他 以下の質問は受け付けないこととする。 

・電話又は口頭による質問 

・参加申込みの状況など、他の事業者に関する質問 

・その他、不適切又は無関係な質問 

 

７ 企画提案書の提出 

 参加申込書を提出した者（以下「参加者」という。）は、別紙１の仕様書を踏まえ、下

記により企画提案書を提出すること。 

(1) 提出書類 企画提案書（内容は下表のとおり。） 

書類 内容に関する留意事項 
１ 事務所等の 

業務実績一覧 
（様式３－１） 

・類似業務の受注実績であって、平成30年度から令和４年度

までの間に完了した業務（検査・成果品引渡しが終了して

いるもの）であること。 

・業務内容が判断できるよう、契約毎に契約書、仕様書等の

写しを添付すること。（テクリスで内容が判断できる場合

は、テクリスの写しでも可。） 

・記載する業務は、10件以内とする。 

２ 業務実施体制 
（様式３－２） 

・配置予定の管理技術者１名、主任技術者１名、担当技術者

として複数名を記載すること。（管理技術者及び主任技術

者は、一級建築士の資格を有すること。）なお、管理技術

者は、他の技術者との兼務を認めない。 

・配置予定技術者は、原則変更できない。ただし、病症、死

亡又は退職等の特別な理由による変更であり、かつ、変更

後の者について本県が承諾した場合は、可能とする。 

・参加者以外の企業に所属する者を担当技術者とする場合、

企業名等を記載すること。 

 （受託者は、本業務の全部を一括して再委託してはならな

い。ただし、全体としての委託業務の遂行に支障が生じな

い範囲で、本県に書面による承諾を得た場合は、本業務の

一部を再委託することができる。） 

・各技術者は、担当業務に応じて、下記のとおり関連の資格

や類似業務の実績を有するものを配置するよう努めるこ
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と。 

 管理技術者・主任技術者：CCMJ(認定コンストラクション

マネージャー) 

 意匠：一級建築士 

 構造：構造設計一級建築士又は一級建築士 

 建築コスト：建設コスト管理士又は建築積算士 

 工事施工計画：一級建築施工管理技士又は一級建築士 

 電気・機械設備：設備設計一級建築士又は建築設備士 

３ 配置予定技術者
の業務実績 
（様式３－３） 

・類似業務への従事経歴に記載する業務については、平成30

年度から令和４年度までの間に完了した業務のうち、管理

技術者の場合は管理技術者として、主任技術者の場合は管

理技術者又は主任技術者として従事したものを記載するこ

と。（記載する業務数は、５件までとする。） 

・手持ち業務については、管理技術者又は主任技術者のみ、

企画提案書提出期限日現在で、全ての発注者（国内外問わ

ず）のものについて記載すること。 

（手持ち業務とは、管理技術者又は主任技術者に加え、担当

技術者となっている全ての業務をいう。本業務以外の業務

で配置予定技術者として特定された未契約業務がある場合

は、手持ち業務の記載対象とする。）  

・保有する資格等について、経験年数とは資格に係る経験年

数である。 

４ 業務実施方針等 
（様式任意） 

・業務実施体制図、業務フロー・スケジュール、中間報告書

（必要に応じて、別途受注者と県が協議のうえ提出）など

対外的に調査状況を示すタイミングや内容、その他業務遂

行上の配慮事項等を含めて、本業務の全体像がイメージで

きるように記載すること。（４ページ以内を目安とす

る。） 

５ 提案項目 
（様式任意） 

・次に示す提案項目について、記載すること。 

①仕様書中の「５ 業務内容」における「(1)現況調査

等」について、具体的な取組みや手法等の提案（４ペー

ジ以内を目安とする。） 

②同「(2) 整備内容の検討案の作成」及び「(3) 検討案の

調査・報告」について、具体的な取組みや手法、内容等

の提案（８ページ以内を目安とする。） 

６ 参考見積書 
（様式任意） 

・本業務の所要経費を見積もること。（消費税及び地方消費

税の額を明示すること。） 
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(2) 提出期限 令和６年１月25日(木)午後５時まで 

(3) 提出方法 電子メール 

 件名は「【提案書】富山県高岡地区産業展示施設整備改修等調査検討業

務」とすること。 

(4) 形 式 等 ファイル形式はPDFとし、原則として１ファイルにまとめること。 

ファイルサイズが20MBを超える場合は、事前に連絡のうえ、提出方法に

ついて別途の指示に従うこと。 

(5) 留意事項 

・企画提案書は参加者１者につき１案のみとする。 

・ペーパーレス（手元のＰＣモニターによる閲覧）で企画提案書のプレゼンテーショ

ン審査を行うため、企画提案書は可能な範囲で、横向きレイアウト、文字の大きさ

を10.5ポイント以上とするなど、視認性に配慮すること。 

・提出された企画提案書は返却しない。（審査の結果に関わらず、電子データは県にお

いて必要な期間保存するものとする。） 

・候補者に選定された企画提案書の内容は、委託業務の目的に沿った範囲において、

県は無償で使用する（素材として一部を流用又は加工する場合を含む）ことができ

るものとする。 

・第三者（受託者以外のもの）が権利を有する素材を用いる場合は、著作権処理など

利用に必要な措置を講じること。 

・提出された企画提案書の内容について、内容の確認及び追加資料の提出を求める場

合がある。 

 

８ 審査方法等 

(1) 審査方法 

 業務委託の契約候補者（以下「候補者」という。）を選定するため、プロポーザル審

査会（以下「審査会」という。）を設置する。審査会は、参加者の提出書類及びプレゼ

ンテーションの審査を実施のうえ、最も優れた提案をした者を候補者として選定する。 

(2) 審査基準 

 別紙３「審査基準」のとおり 

(3) プレゼンテーションの実施 

ア オンライン（Web会議形式）によるプレゼンテーションを予定しており、日時等の

詳細については、後日改めて通知する。 

イ 順番は本県が無作為に決定するものとする。 

ウ 企画提案書に記載された内容の説明（15分間）の後、審査会委員による質疑応答

・算出内訳（項目、業務内容等）、根拠(単価、数量、工数

等)などを記載又は添付すること。 

・見積額は上記「２(4) 予算額（業務委託費の上限）」以内

とすること。 
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（15分間）を行う。 

エ 当日、新たに説明資料を追加することはできない。 

オ 説明は、配置予定技術者が行うこととする。 

(4) 結果通知 

 審査の結果は、参加者に書面で採否のみ通知するとともに、候補者として選定され

た者を富山県ホームページで公表する。また、審査結果に対する異議申し立てはでき

ないものとする。 

(5) 失格要件 

 次のいずれかに該当する場合は失格とする。また、候補者が契約締結するまでの間

に次のいずれかに該当していることが判明した場合は、候補者の決定を取り消し、そ

の者とは契約を締結しない。 

① 参加資格を有しない者が提案を行うこと。 

② 同一参加者が複数の提案を行うこと。 

③ 審査会委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

④ 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

⑤ 候補者の選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開

示すること。 

⑥ 企画提案書等に虚偽の記載を行うこと。 

⑦ 見積額が上記「２(4) 予算額（業務委託費の上限）」を超えているもの。 

⑧ プレゼンテーション審査を欠席すること。 

⑨ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行うこと。 

(6) その他 

・参加者が１者のみの場合においても審査を行い、契約相手として相応しいかどうか

判断する。 

・参加者が想定を超えて多数あった場合には、書類による事前審査を行ったうえで、

通過した参加者のみプレゼンテーションによる本審査を行うことがある。 

 

９ 契約の締結 

(1) 候補者として選定された者と仕様書等について協議を行い、契約を締結する。この

協議には、企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲での内容の変更の協議を含む。 

(2) 当初の候補者と協議が不調のときは、審査結果の順位が上位の者から契約締結の協

議を行う。 

(3) 契約金額は、原則として、提案された見積額の範囲内とする。ただし、令和５年度

中の支払限度額は6,000千円とする。 

(4) 契約締結後、本県との協議を反映した業務計画書（実施体制、業務フロー、スケジ

ュール等）を速やかに提出すること。 

 

10 その他 

(1) 企画書作成等のプロポーザル参加に要する全ての費用は、参加者負担とする。 
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(2) 各種書類を電子メール等により提出する際は、下記「11 提出先・問合せ先」宛て

とし、送信後に必ず電話による到達確認を行うこと。 

(3) 受託者は、委託業務を行うにあたり、本県の同意なく、業務上知り得た秘密を他に

漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後

も同様とする。 

(4) 受託者及び受託者と資本面又は雇用面等において関連があると認められる事業者

は、今後、本件に関する施設整備の事業者の公募に参加し又は当該業務を受託する

ことはできないものとする。なお、受託者から本業務の一部を再委託された者も同

様とする。 

(5) 高岡テクノドームの現地見学を希望する場合は、下記「11 提出先・問合せ先」宛

てに、まずは電話により連絡し、日程等について本県と調整を行うこと。見学でき

る期間は、本プロポーザルの募集開始から企画提案書の提出期限までとし、平日の

午前10時～午後４時の範囲で、施設側の都合に応じて調整する。 

 

11 提出先・問合せ先 

 富山県商工労働部 商工企画課 企画係 担当：中嶋、金山 

〒930-8501 富山市新総曲輪１－７ 

TEL 076-444-3243／FAX 076-444-4401 

E-mail ashokokikaku@pref.toyama.lg.jp 

 


